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第3章 自営電気通信

第1節 概 況

1無 線 通 信

電 波 の利 用 は 日進 月歩 で,そ の分 野 もわ れ われ の 日常 生 活,文 化,社 会,

経済 等 あ らゆ る面 に及 ん で い る。50年 度 末現 在 の無 線 局 の総 数 は,132万

1,875局(前 年 度 比9.2%増)に 達 し,こ の うち 自営 電 気 通 信 に供 され る無

線局 は128万5,915局 で全 体 の97%を 占め て い る。

(1)固 定 通 信

固定 地 点間 の 自営 電 気 通 信 と して の無 線 通 信 は,近 年 企 業 の合 理 化 又 は業

務 の省 力 化 の手 段 と して の 無線 通 信 の利 用 が ます ます増 加 し,そ の普 及 に拍

車 をか け て い る。 用 途 別 固 定 局 数 は,第2-3-1表 の とお りで あ り,広 い 分

野 に おい て 利用 され て お り,固 定 局 の総 数 は 前 年 度 に 比 し,10.1%の 増 加 と

な ってい る。

これ らの固 定通 信 は,主 と して マイ ク ロ ウエ ー ブ回 線 に よる ほか 短 波 回 線

な どに よって,全 国的 又 は局 地 的 ネ ッ トワー クを 構 成 して,各 種 の業 務 に お

い て重要 な役 割 を 果 た して い る。

なお,災 害 時 に お け る重 要 通 信 を 確 保 す る た め,回 線 施 設 面 で 各種 の対 策

が講 じられ て い る。

また,通 信 方 式 は 無 線電 話 に よる音 声 通 信 の ほか,画 像 通 信 あ るい は デ ー

タ通 信 等 多様 化 して きて い る。
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第2-3-1表 用途別 固定局数
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(2)移 動 通 信

ア.航 空移動通信

現在我が国の全域にわた り対空無線通信施設並びに レーダによる航空交通

管制が行われている。

対空通信施設及び航空管制施設は,航 空機の大型化,高 速化に対応 して飛

躍的な発展を遂げ,激 増する内外の定期 ・不定期の旅客及び貨物輸送の航空

機を安全かつ的確に航行,発 着 させるほか,国 内における治安,報 道,宣

伝,個 人用等各種の小型航空機に対 しても管制及び情報の提供が行われてい

る。

航空交通の安全上の必要から,ほ とんどの航空機に無線設備が設置され,
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50年度末現在の航空機局数は,1,148局 に達 している。

イ.海 上移動通信

海上を航行する船舶と陸上との無線通信は,船 舶にとって欠 くことのでき

ない通信手段であって,電 波法に定める無線設備を強制される船舶(い わゆ

る義務船舶局)に 限らずほとんどすべての船舶が安全の確保及び事業の能率

的運営のために無線通信設備を設置している。50年 度末現在の船舶局数は,

第2-3-2表 のとお り5万725局 に達し,前 年度に比べ2.7%の 増 となって

いる。

第2-3-2表 用途別船舶局数
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近年,小 型船舶を中心に無線電話の利用が急速に増加しつつあるが,大 型

船舶においても短波無線電話,国 際VHF無 線電話を設置するものが増加し

ており,海 上移動通信は電話化の傾向にある。50年度末現在の電信,電 話別

船舶局数は第2-3-3表 のとおりである。
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第2-3-3表 電信 ・電話別船舶局数

区 別 設 備 隊 務 非 義 務 合 十
昌
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合 十
藍
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海上移動通信の目的は,航 行の安全,事 業の運営及び港湾出入管理に大別

される。

船舶の航行の安全のための通信は,海 上保安庁の無線局を中心 とする陸上

側における遭難周波数の聴守の維持,航 行援助及び捜索救助の体系 と,船 舶

側における聴守の維持及び相互救助の体系によって構成 され,遭 難通信制度

の骨格をな している。現在我が国における遭難周波数は歴史的経緯,船 舶の

実態,電 波の物理的特性等から第2-3-4表 のとお り多岐にわたっており,

聴守を複雑にしているが,こ の集約化はひとり我が国のみならず世界的規模

で望まれ,検 討されているところである。

第2-3-4表 聴 守 周 波 数

遭 難 周 波 数l
F
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2,182kHz
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義務無線電話局漁船
の無線電話局

赤道以北第三地域の安全周
波数

国際遭難周波数

27,524kHz 小型漁船の無線電話局 頃 本独自のもの

156・・M・・1内 航 礒 撫 線騙 局 国際遭難周波数
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船舶の遭難の際,即 時の救助を求める信号を自動的に送信する遭難自動通

報設備を設置する船舶は,50年 度末現在2万1,768局 に達し,海 難救助に効

果を発揮 している。

事業運営のための船舶と陸上 との通信は,公 衆通信によるほか,漁 業にお

いては漁業用海岸局,内 航海運業においては内航用海岸局を設置 して行われ

ている。

船舶交通の多い主要港湾に おいては 海上保安庁及び 港 湾 管 理 者が国際

VHF無 線電話によって港湾出入船舶の管制及び管理を行ってお り,こ の通

信は海上移動通信の中に大 きな比重を占めてきている。

ウ.陸 上移動通信

我が国の行政,産 業活動の活発化,広 域化に伴い,情 報交換の迅速化等の

第2-3-5表 用途別陸上移動業務の無線局数
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必要性が高まり,中 枢機能とその出先(自 動車,列 車等)と の間における通

信連絡の手段として陸上移動通信は,公 共事業,公 益事業,私 企業等におい

てその利用が広 く普及 し,社 会経済活動に大きく貢献している。

50年度末現在,基 地局及び陸上移動局を合わせた陸上移動業務 の無 線 局

は,第2-3-5表 のとお り38万910局 に達 し,前 年度に比べ8.7%の 増加と

なっている。

これらの陸上移動通信にはVHF帯 又はUHF帯 の 電波が 使用されてい

るが,需 要が近年急激に増加 しつつあるため,通 信路間隔の縮小などの措置

を講 じて周波数の不足に対処してきている。

2有 線電気通信

有線電気通信法の下では,有 線電気通信設備の設置は原則として自由であ

り,郵 政大臣への届出だけで設置できることになっている(特 定の場合は届

出の義務も免除されている。)。

有線電気通信法における設置の自由の原則は,設 置者が自己の通信の用に

供するときに限られ,公 衆電気通信事業を電電公社又は国際電電に行わせる

建前の下に,一 般の者が有線電気通信設備を①共同して設置し,② 相互に接

続 し,③ 他人に使用させること,に ついては公衆電気通信役務 となるおそれ

があるため,有 線テレビジョン放送,有 線ラジオ放送等を除いて,原 則 とし

てこれを禁止 している。

しか し,最 近,情 報ニーズの多様化に伴って有線電気通信設備の利用もま

た多様化 している。

すなわち,CATVの 多様な利用,有 線放送電話の多目的利用,公 社の専

用線 と自営電気通信設備とのシステム構成による利用等その利用が,シ ステ

ム的により複雑化,高 度化してきている。

このような有線電気通信設備の利用の態様に伴い,現 行制度の考え方も新

たな視点から見直す ことが必要 となってきている。
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(1)設 置 の 状 況

ア.単 独 設 置

50年 度末 に お け る有 線電 気 通 信 設 備 の 届出 件 数 は23,430件 で あ り,前 年 度

末に比 べ て1,457件 増 加 して い る。

そ の内訳 は,有 線 テ レ ビ ジ ョン放 送 施 設14,799件(63,1%),有 線 ラジ オ

放 送設 備6,995件(29.9%)及 び電 話,フ ァ クシ ミ リ等 の有 線 電 気通 信設 備

(以下 「一 般 の有 線 電 気 通 信設 備 」 とい う。)1,636件(7.0%)で あ る。

イ.共 同 設 置

50年 度 末 に お け る有 線 電 気 通 信設 備 の共 同設 置 の許 可件 数 は8,560件 で あ

り,前 年 度 末 に比 べ て54件 減 少 して い る。 これ を 許 可 の内容 別 にみ る と次 の

とお りであ る。

① 共 同 業 務(有 線 法 第4条 第4号)11件(0.1%)

② 緊 密 業 務(〃 第4条 第5号)8,506〃(99.4")

③ 特 定 地 域(〃 第4条 第6号)43〃(0.5〃)

ウ.本 邦 外 設 置

本 邦外 にわ た る有 線 電 気 通 信 設 備 の設 置 は,原 則 と して,電 電 公 社 又 は 国

際電電 以 外 の者 は設 置 で き ない が,特 別 の事 由が あ る場 合 に は郵 政 大 臣 の許

可 を得 て設 置 で ぎる こ と とな って い る。

これ に よ り許 可 を行 った 件 数 は,50年 度 末 現 在 で4件 で あ り,そ の 内容 は

次 の とお りで あ る。

① 第 一 太 平 洋 ケ ー ブ ル

日本(神 奈 川 県 ・二 宮 町)一 米 国(ハ ワイ州 ・マ カバ)

② 第 二 太 平洋 ケ ー ブ ル

日本(沖 縄 県 ・具 志 頭 村)一 米 国(〃 〃)

③ 日本 海 ケ ー ブル

日本(新 潟 県 ・上 越 市)一 ソ連(ナ ホ トカ)

④ 日中 ケ ー ブル

日本(熊 本 県 ・苓 北町)一 中 国(上 海 市)

9,890km

9,390km

890km

850㎞
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(2)使 用の状況

有線電気通信設備の設置の自由の原則は,設 置者がその設備を自己の通信

に使用することを前提 としているものであるが,そ の設備を他人の設置した

設備と接続して使用した り,他 人に使用させた りすることは原則として禁止

されてお り,特 別の事由がある場合に,郵 政大臣の許可を得て行 うことがで

きることとなっている。

ア.接 続の許可

昭和50年 度末における許可件数は16件 であ り,前 年度末に比べて増減はな

い。 これを許可事由別にみると次のとお りである。

① 共同業務(有 線法第9条 第5号)0件(0.0%)

② 緊密業務(〃 第9条 第6号)16〃(100.0")

③ 特定地域(〃 第9条 第7号)0〃(0.0〃)

イ.他 人使用の許可

50年度末における許可件数は254件 であ り,前 年度末に比べて 増 減 はな

い。これを許可事由別にみると次のとお りである。

① 特 定 地 域(有 線法第10条 第5号)7件(2.8%)

② 公共の利益(〃 第10条 第16号)247〃(97.2〃)

(3)特 定地域設備

有線電気通信法上,都 市からの距離が遠 く,電 電公社が公衆電気通信役務

を提供することが困難であると認められる地域(一 の市町村の区域内にあっ

て,電 話加入区域外の地域)は,特 定地域 として扱われその地域に設置 され

た有線電気通信設備は特定地域設備 として位置づけられている。

この特定地域設備は,前 記の(1)共 同設置に係るもの43件 と前記(2)の 他

人使用に係るもの7件 の合計50件 であるが,前 年度末に比べて12件 の減少と

なっている。これは,公 社電話の普及に伴い特定地域設備の必要性がなくな

り,廃 止するためである。

(4)事 業別の利用状況

ア.一 般の有線電気通信設備
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有線 電気 通 信 法 上 届 出 る こ と とな って い る設 備 の うち,有 線 放 送 設 備 を 除

いた設 備 を 事業 別 にみ る と,農 林 漁 業510件(31。2%)が 最 も多 く,以 下 製

造 業256件(15.7%),サ ー ビス業89件(5.4%),運 輸 業74件(4.5%),建 設

業74件(4.5%),卸 ・小売 業65件(4.0%),ガ ス ・水 道 事 業21件(1.3%),

そ の他 これ らに 区分 で きな い事 業547件(33,4弩)と な って お り,広 範 囲 に

利用 され て い る。

イ.有 線 放 送設 備

有 線放 送 設 備(有 線 ラジ オ放 送 設 備 及 び有 線 テ レ ビジ ョン放 送 施 設 を い

う。)は,不 特 定 多 数 の者(公 衆)に 一 方 的 に 同一 番 組 を 送信 す る ため の有

線電 気通 信 設 備 で あ り,一 般 の有 線 電 気 通信 設備 が 両 方 向 を 前提 と して い る

のに比 べ,特 殊 の 用途 に限 られ た も の とい え る。

50年 度 末 に お け る有 線 ラジ オ放 送 設 備 は7,552件 であ り,前 年 度 に比 べ98

件 減少 して い る。 この 内訳 は,共 同 聴 取 業 務又 は告 知 放 送 業 務 を 行 う も の

6,052件,街 頭 放 送 業 務 を 行 うもの1,500件 で あ る。 告 知 放 送 業 務 の うち,音

楽 放送 を行 うも のは494件 で あ る。

また,有 線 テ レ ビジ ョン放 送 施 設 は14,969件 で あ り,前 年 度 に 比 べ て

1,320件 増 加 して い る。 こ の うち,引 込 端 子 数 が501以 上 の施 設(許 可施 設)

は170件 で あ り,前 年 度 に比 べ14件 増 加 して い る。

ウ.共 同設 置 の設 備

50年 度末 現 在 に お け る共 同設 置 の許 可 件 数8,560件 につ いて,こ れ を 事業

別 に分 け る と電 気 事 業4,616件(53,9%),鉄 道 事 業3,399件(39.7%,こ

の うち 国鉄 が93.1%),製 造 業284件(3.3%),運 輸 業60件(0.7%),そ の

他201件(2.4%)と な って お り,電 気 事 業 と鉄 道 事 業 で 全 体 の93.6%を 占

め てい る。

(5)有 線 電 気 通 信 設 備 の最 近 にお け る利 用 形 態

有 線電 気 通 信 設 備 は,通 信 方式 に よ って そ の使 用 目的が 定 ま って い るの が

通例 で あ るが,通 信 技 術 の 進歩,通 信 需 要 の変 化 等 に応 じて本 来 の通 信 方式

に 別 の通信 方 式 を併 用 して 使 用 す る ものが 多 く現 わ れ て きて い る。
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最近における新 しい利用形態を示せば以下のとお りである。

ア.有 線放送電話回線の多目的利用

有線放送電話施設は,農 林漁業地域を基盤として広 く普及 しているが,こ

の施設の回線を利用 してガス ・水道メータの自動検針,農 協役場本支所間の

ファクシ ミリ,静 止画像の伝送,防 犯 ・防災用の遠隔監視等を行 う新しい利

用形態が検討され,最 近一部実用化に供されている。

この有線放送電話設備を利用 したシステムの概念図を示せぽ,第2-3-6

図のとお りである。

第2-3-6図 有線放送電話設備の多 目的利 用
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イ.有 線 テ レ ビジ ョ ン放 送 施 設 の 多 目的 利 用

有 線 テ レ ビジ ョ ン放 送 施 設 は,辺 地 にお け る テ レ ビジ ョ ン放 送 の難 視 聴解

消 を 図 るた め の再 送 信,都 市 にお け る 自主 番 組 の放 送 等 各 種 の ものが 設 置 さ

れ て い る。 この施 設 は,伝 送 容 量 の大 きい 同軸 ケ ー ブ ルを 使 用 して い る とこ

ろ か ら,本 来 の有 線 テ レ ビジ ョン放 送 に加 えて,防 犯 ・防 災 シ ス テ ム,教 育

シス テ ム等 へ の利 用 が 行 わ れ て い る。

ヴ)二 一一 タウ ンに お け る利 用

最近 建 設 され る 一 ユー タ ウ ンの中 に は,有 線 テ レ ビジ ョ ン放 送 施 設 を 同
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時 に設 置 し,一 般 の放 送 を 行 うと と もに,そ の ケ ー ブル を利 用 して団 地 内

の防 犯 ・防 災 を行 う設 備 を 設 置 す る 事 例 が 出 て い る。

そ の概 念 図 を示 せ ぽ,第2-3-7図 の とお りであ る。

第2-3-7図 ニ ュータウンにおける防犯 ・防災システム

・乏偏空 中睾泉

放送装置
(自主放送)

(イ)教育への利用

最近の視聴覚教育の多様化に伴い,有 線テレビジョン放送施設を教育に

利用する事例が出ている。た とえば,学 校の授業風景を放送しながら視聴

者の質問にも答えるシステムである。

その概念図を示せば,第2-3-8図 のとお りである。

第2-3-8図 教育 用映像 システ ム
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ウ.極 微 小 電 力 テ レ ビジ ョ ン放 送 局 へ の利 用

最近,辺 地 に お け る テ レ ビジ ョン放 送 の難 視 聴 解 消 を 図 る もの と して,有

線 テ レ ビジ ョ ン放 送 施 設 等 の有 線 電 気 通 信 設 備 に 連 接 して極 微 小 電 力 テ レビ

ジ ョン放 送局(通 称 「ミニサ テ 」 とい う。)を利 用 す る方 式 が 開発 され,実 用

化 され て い る。 これ は,辺 地 の地 形 的 特 性 か ら散 在 して い る 小集 落 を対 象 と

して 難 視 聴 解 消 を 図 ろ う とす る もの で,一 般 の サ テ ライ トの建 設 にか えて遠

く離 れ た 地点 に あ る有 線 テ レ ビジ ・ン放 送 施 設 の 受信 用 ア ンテ ナ で 受信 した

放 送 波 を 同施 設 の幹 線 を利 用 して ミニサ テ ま で伝 送 し,ミ ニサ テか ら再 送信

す る も ので あ り,安 価 に で きる もの と して,今 後 広 く普 及 す る こ とが予 想 さ

れ る。

そ の概 念 図 を 示 せ ぽ,第2-3-9図 の とお りで あ る。

第2-3-9図 極微小電 力テ レビジ ョン放送 局への利用

送信 用

ア ンテナ

極 微小電 力テ レビ
有線 テレビジ ョン放送施設一→ ジ ョン放送装置一レ

1

エ.電 力線利用の通信システム

電力会社は,電 力を送配電するためのぼ う大な電力線を架設 している。特

に配電線はすべての家庭に入っているところから,そ れを通信線 として利用

することが相当以前か ら検討 されてお り,家 庭用電力量計を自動的に検針す

るテレメータシステムの実験 もその一例である。

その概念図を示せば,第2-3-10図 のとお りである。



第2-3-10図
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電力線利用の テレメータシステム

双方向

ア ンプ

メー タ

オ.多 心 ケ ー ブル利 用 の水 道 検 針 シ ス テ ム

最 近 に おけ る 一 ユー タウ ン建 設 は,建 物 と同時 に各 種 の設 備 を 設置 す る傾

向 が強 ま って い る。 た とえ ぽ,生 活 必需 品 で あ る水 道 の使 用 量 を 自動 的 に検

針す る水 道 検 針 シス テ ム等 もそ の一 つ で あ るが,八 王 子 市 の 館 ケ丘 団地 の水

道検 針 シ ス テ ムは,多 心 網 ケ ー ブ ルを 利 用 して い る と ころ に特 徴 が あ る。

その概 念 図 を 示 せ ぽ,第2-3-11図 の とお りで あ る。

第2-3-11図 多心ケーブル利用の水道検針 システ ム
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力.ご み空気輸送設備遠隔監視制御システム

最近,住 民生活に密接な関係のあるごみ処理設備に有線電気通信設備が用

いられている例を示す。 これは団地内において住宅棟 とごみ処理施設 との閥

に輸送管を設け,住 宅棟のごみ投入口に棄て られた ごみを空気流で自動的に

処理施設に集めるものであるが,こ の設備の制御,監 視に4線 式の有線電気

通信設備が用いられている。

この概念図を示せぽ,第2-3-12図 のとお りである。

インター

フェース

第2-3-12図 ごみ空気輪送設備遠 隔監 視制御システム
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キ.公 衆電気通信設備と接続 してシステムを構成する有線電気通信設備

最近,電 電公社の専用線や公衆通信回線に自己の設置する有線電気通信設

備を接続することによって一つのシステムを構成するものが急速に増加して

いる。たとえぽ,警 備保障会社の警報システムや多摩ニュータウンにおける

水道検針 システムがそれである。

その概念図を示せば,第2-3-13図 及び第2-3-14図 のとお りである。
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第2-3-13図 専 用線 利用の防犯 ・防災システム
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第2-3-14図 公衆通信回線利用の水道検針 システム
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ク.無 線設備と一体として構成される有線電気通信設備

この種の設備は,電 波伝播条件の悪い地下街や構内において,有 線電気通

信設備である漏洩同軸ケーブルをアンテナの代わ りとして用い,無 線設備と

組み合わせて通信を行 うものであり,従 前から地下鉄の移動通信や高速道路

のトンネル内の放送に活用されてきたが,最 近は地下街における防災連絡シ

ステム,競 技場内や演舞場内における場内放送システム等が出ている。
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地 下 街 に お け る防 災 シ ス テ ム の概 念 図 を 示 せ ば,第2-3-15図 の とお り

で あ る。

第2-3-15図 地下街におけ る防災用 システム
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第2節 分野別利用状況

1警 察 用

(1)現 状

ア.国 内 通 信

警察通信を円滑かつ迅速に行 うためには,必 要な情報をいつでも,ま た,

どこからでも即時に収集又は伝達でき,あ らゆる態様に即応できる体制を確

立する必要がある。

警察通信回線は,自 営回線と専用回線により構成され,警 察庁一管区警察

局一都道府県警察本部北海道における方面本部を含む。以下 「県警本部」と

いう。)一警察署一派出所間を結ぶ全国回線 となっている。 現在,警 察庁一

管区警察局一県警本部相互間を結ぶ幹線系は,マ イクロ多重回線で構成され

てお り,そ のバ ヅクアップ回線 として短波回線を有 している。

幹線系は,電 話のほかファクシミリ通信,デ ータ伝送等に用い られ てお
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り,犯 罪捜査の手配や各種の情報交換等に利用されている。移動通信系は,

110番 への急訴によって 事件現場へ急行するバ ト・一ルカーにとう載 される

無線機,警 察官が使用する携帯用無線機や受令機,ヘ リコプタ,舟 艇にとう

載される無線機等多 くの無線機が第一線の警察活動に広く使用され,こ れ ら

が総合的に活用されて,そ の威力を発揮 している。

イ.国 際 通 信

警察庁は国際犯罪の多発化に伴い,国 際間の犯罪情報の交換を迅速に行 う

ため国際刑事警察機構(ICPO)無 線網に加入し,東 南アジア地域の中央局 と

なって,パ リ事務総局をはじめ,同 機構に加入 している東南アジア地域の各

国との間でそれぞれ通信を行っている。

(2)新 技術の導入

警察活動はますます多様化,複 雑化の度合いを強めているとともにエ レク

ト・ニクス技術の進歩もまた目覚ましいものがあ り,警 察通信学校研究部が

中心となって,新 技術の開発 と導入に努めている。

ア.移 動無線画像記録装置

移動無線通信に記録通信を導入する一 乎段として,フ7ク シミリによる写

真伝送の開発を進めている。

この装置は,送 画を ビディコンカメラで撮像 して無線回線により伝送し,

受信側ではファイバフェイス ・プレイ トチューブを通して熱現像処理感光紙

に感光させる方式である。これは,指 名手配写真や事件現場の地図等従来の

電話のみでは伝達困難な情報の送受に活用 されることになる。

イ.移 動無線用テレプリンタ装置

移動無線にテレプリンタを導入す ることは,将 来,電 子計算機システムと

のインタフェースはもちろん電波発射時間の短縮,不 在時の自動受信,通 信

内容の秘匿等数多くの利点が考えられる。

現在符号方式や変調方式その他について実験検討中である。
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2航 空保安用

(1)航 空交通管制用通信

論

航空の分野における無線通信の役割は,専 ら航空機の航行の安全と秩序を

確保することにある。 したがって,そ の主要な利用形態は航空交通管制のた

めの通信 と無線航行援助のための通信(航 空保安無線)で ある。

民間航空機の航行の安全に関する業務は,多 少の例外はあっても,ほ とん

どすべての国において国の責任によって行われている。このような業務に使

用 される通信を航空交通管制通信と称している。

ア.航 空移動業務

航空機が航行中,地 上の航空管制官又は航空管制通信官との間に行 う空地

通信である。国内を航行する航空機の管制は,札 幌,東 京,福 岡及び那覇航

空交通管制部並びに各空港の管制機関が直接又は対空通信局を経由して,ま

た,洋 上を航空する航空機の管制は,東 京及び那覇の国際対空通信局を経由

して,そ れぞれの責任範囲にある航空機に対 して行っている。

この業務に使用されている電波は,短 波帯とVHF帯 であるが,短 波帯は

ITUで 分配された2,850kHz～17,970kHzの 周波数帯を,ま たVHF帯 は

118MHz～144MHzの 周波数帯を使用し,通 信は無線電話によって行われて

いる。

50年度においては,航 空路管制業務を充実するために上品山(宮 城県)に

ARSR(航 空路監視 レーダ)関 係無線局としての航空局及び土佐清水市(高

知県)に 福岡航空交通管制部から遠隔制御 される航空局各1局 が 開 設 され

た。また,空 港整備に伴い対馬空港(長 崎県)及 び徳之島空港(鹿 児島県)

に航空局がそれぞれ開設された。

イ.航 空固定業務

(ア)航 空固定電話

航空機を管制する地上局が,自 己の管轄空域を離れて隣接する空域へ航

行する航空機の管制を隣接の管制機関へ移管するための隣接管制区管制機
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関相 互 間 の直 通 無 線 電 話 通 信 で あ る。

国内 を航 空 す る航 空 機 の管 制 移 管 の た め に札 幌,東 京,福 岡,那 覇相 互

間 に,ま た,国 際 線 就 航 便 のた め に 東 京 と ア ン カ レ ッジ,ホ ノル ル,大 邸

及 び上 海 との 間,札 幌 と・〉 ミロフ ス クとの 間,福 岡 と大 邸 と の間,那 覇 と

台北 及 び マ ー ラ との 間 に それ ぞれ 有 線,衛 星,マ イ ク・ ウ ェー ブ又 は 短 波

に よる直 通 電 話 回線 が設 定 され て い る。

(イ)航 空 固定 電信

航空 機 が 飛 行 前 に あ らか じめ飛 行 経 路 上 及 び 目的 空 港 に 関 す る航 行 の安

全 上必 要 な情 報 並 び に航 空管 制 上 必 要 な デ ー タを交 換 す るた め に行 われ る

電 信通 信(国 際 通 信 網 と して は,AFTN回 線)で あ る。

国 内 を航 行 す る航 空 機 の航 空 交 通 業 務 通 報(ノ ー タム ・捜 査 救難 に関 す

る通報 等)は 各 空 港 及 び 管制 部 を接 続 す る国 内 テ レ タイ プ通 信 網 に よ り,

また,国 際 線 就 航 機 の た め の通 報 は,東 京AFTN通 信 局 とモ ス クワ,・ ・

バ ロフス ク,ア ンカ レ ッジ,ホ ノル ル,香 港 及 び ソ ウル問 並 び に 那 覇AF

TN通 信 局 と台北 間 に設 定 され て い るAFTN回 線 に よ り取 り扱 わ れ て お

り,ケ ー ブ ル,衛 星,マ イ ク ロ ウ_一 ブ又 は 短 波 が使 用 され てい る。

(2)航 空無 線航 行 用 通 信

現 在,航 空 機 は ヘ リコ プ タ,自 家 用 軽 飛 行 機等 一 部 の 小型 航 空 機 が 主 に 有

視界 飛行 方 式 に よ り飛 行 を 行 って い る ほか は,地 上 の 航空 保安 無 線 施 設 を 利

用 して機 上 の無 線 航 行 装 置 を 用 い て計 器 飛 行 方 式 に よ り飛 行 を行 って い る。

機 上 の装 置 には 空 地 通 信 の た め,VHF帯,UHF帯 及 び短 波 帯 を使 用 す る

通信 設備 の ほか に,航 行装 置 と してADF(自 動方 向探 知 機),VOR受 信 装

置,ILS受 信 装 置,電 波 高度 計,気 象 レー ダ.ATCト ラ ン スポ ンダ,DME

受信 装置,ド ップ ラ レー ダ等 が あ り,現 在 就 航 中 の ジ ェ ッ ト機 はす べ て これ

らの装置 を有 して い る。

な お,50年7月10日 に 公 布(昭 和50年 法 律 第58号)さ れ た航 空 法 の一 部 改

正に よ り,航 空 機 の安 全 な 運航 を確 保 す るた め,小 型 機 に もATCト ラ ンス

ポ ン ダ(航 空 交 通 管 制 用 自動応 答 装 置)の 装 備 を 強制 す る な ど航 空 機 に 装 備
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すべき無線航法装置等の範囲を拡大するための一連の改正が行われた。

一方,地 上においては50年度末現在第2-3-16表 に示す ような各種の航空

保安無線施設が設置されてお り,航 空機はこれらの航空保安施設及び機上の

装置を利用することにより自機の針路,位 置,速 度,高 度等を確認 し安全運

航を行っている。

50年 度においては,航 空路管制業務を充実するために,上 品山(宮 城県)

にARSR(航 空路監視 レーダ)が 新設され,ま た,長 崎空港に空港監視レ

ーダ(ASR・SSR)が 開設され,更 に航空路用又は空港用のVOR/DME2

局(三 沢,種 子島),VORTAC2局(土 佐清水,那 覇),NDB2局(対 馬,

徳之島)等 がそれぞれ開設された。

(3)飛 行場情報放送用通信

飛行場情報放送用通信は,航 空機が特定空港に離着陸する際に必 要 な風

速,風 向,視 程,飛 行場の状態,航 空保安施設の運用状況,使 用滑走路の情

報等を連続して放送するものである。この業務は,飛 行場情報自動通報業務

(ATIS)と いい,運 輸省が東京国際(羽 田),大 阪国際,福 岡,宮 崎,鹿 児

島,那 覇の各空港において,VHF帯 を使用 して運用 している。

新東京国際空港(成 田)に ついては,48年 度に新設されているが,開 港が

遅れているため,ま だ業務の運用に至っていない。

(4)将 来の動向

増大,多 様化する航空需要 とこれに伴 う空港及び航空路の混雑等に対処す

るため,航 空通信の分野では,次 のような将来計画が導入されようとしてお

り,一 部については既に整備が進められている。すなわち,① 航空路監視レ

ーダを整備すること,② 管制情報処理システムを整備すること,③ 航空路情

報提供業務(AEIS)を 導入すること,④ 通信の通達距離の拡大と質の改善

のため宇宙通信技術を導入すること,⑤ データ自動交換方式を採 用 す る こ

と,⑥VHFチ ャンネル間隔を現在の50kHzか ら更に25kHz間 隔に縮小す

ること等である。これらの将来計画が実現されることによって航行の安全性

と定時性がより一層確保されることとなるであろう。
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第2-3-16表 航空保安無線施設 の設置状況(50年 度末現在)

施 設 の 種 類(無 線局 の種別) 周 波 数 帯 施設数

無指向性無線標識施設NDB
(無線標識局)

A2!95～405kHz 98

・ ・RYH高 全轡 無線購 施設 Agl12.5～117,5MHz ll

全方向方位距離測定用装置TACAN
(無線航行陸上局)

Pgl,183MHz 1

VORとTACANを 組み合わVORTAC
せた もの(同 上)

(VOR)

Agll2,3～116.7MHz

(TACAN)
Pgl,157～1,201MHz

12

VOR/DME
VORとDME(距 離測定用施設)

を組み合わせた もの
(同 上)

(VOR)

AgIl2.3～117.8MHz

(DME)

P91,157～1,212MHz

29

S-
Z

P

L
LL

G

I
ー

計器着陸用施設
(ローカライザ グライ ドパス)
(同 上)

(LLZ)
A2108.9～111.9MHz

(GP)

A2329.3～335MHz

17

岱R鑑 簿 鮪 欝 監視レー

PO2,770～2,890MHz

Pgl,030MHz

PO9,070～9,100MHz

(PO9,070～9,100MHz)

2
㊦

空港面探知 レーダASDE
(航空局 の無線設備の一部)

PO24.5GHz 3

飛行場情報放送施設ATIS

(特別業務 の局)

A3127.2～128.8MHz

A3293MHz
6

AR愚
)騰 簿繍

PO1,335～1,345MHz

(Pgl,030MHz)
5

(注)1.ILSのGPに はDMEを 併設 した も の もあ る。

2.ILSに は 通 常,MM(ミ ドル ・マ ー カ),OM(ア ウ タ ・マ ー カ)

(い ず れ も無 線 標 識 局 ・A275MHz)が 航 空 機 の進 入 コ ー スに設 置 され

て い る 。

3海 上保安用

海上における船舶交通の安全の確保,人 命財産の救助,汚 染の防止及び治

安の維持を任務とする海上保安庁は,我 が国周辺海域における警備救難,航
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行援助等を行 うため,船 舶局,航 空機局等による移動通信係のほか全国固定

通信系,携 帯移動通信系を構成して海上保安通信を行 っている。50年 度末現

在これらの無線局の数は第2-3-17表 のとお り3,370局 に達 している。

第2-3-17表 海上保安 用無線局施設状 況

区 別

海

船

航

航

携

携

無

特

そ

機

岸

舶

空

基

空

帯

線

嘔男

地

帯

測 位

業 務 の

の

計

局

局

局

局

局

局

局

局

他

49年 度 末

局 数

50年 度 末

局 数 対 前 年 度増
△ 減 率

17g局1

350

75

29

77

1,834

210

2

510

3,266

局

178

359

82

32

81

1,870

213

2

553

3,370

△0.6

2.6

9.3

10.3

5.2

2.0

1.4

0

8.4

8,2

%

吐

(1)警 備救難用通信

海上保安庁は海難の救助,治 安の維持その他海上における船舶交通の安全

に関する通信を効果的に行 うため,全 国に設置した海岸局及び巡視船艇の船

舶局においてその規模に応 じ常時又は一定の時間,第2-3-4表 の遭難周波

数を聴守し,全 国22箇所に遭難電波の方位を測定する施設を設置 して海難救

助に備えるとともに,同 庁の主要海岸局においては,港 内における船舶交通

の安全,港 内の整理及び船舶交通がふ くそ うする航路,狭 水道等における船

舶交通の安全を確保するための通信を行っている。更に,海 難救助機関にお

いて常に特定の船舶の動向をは握 し,海 難の際の救助に資するいわゆるアン

バーシステム(相 互海難救助制度)に 釧路,塩 釜,横 浜等の8海 岸局が参加
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している。

このほか,船 舶航行の安全を確保するため,主 要海岸局及び特別業務の局

において気象及び航行警報の放送を行 うとともに関係各国が放送する航行警

報を聴守 し,必 要に応 じて再放送 している。

また,海 上保安通信体制の充実強化及び施設の近代化を図るため,陸 上通

信所統合再編成計画を策定 し,こ れを推進 しているが,50年 度には瀬戸内海

西部地区の海岸局等の整備統合が行われた。

これらの業務の50年度の通信状況を,第 三管区海上保安本部(横 浜)の 海

岸局に例を取ると第2-3-18表 のとおりで,通 信延べ時間において 前年度

に比べ7.1%減 となっている。

第2-3-18表 第三管区海上保安本 部(横 浜)海 岸局の

1日 平均通信取扱状況

区 別D酷 延べ時剛 通 信 回 数 脂 相手局数

49年 度 13鯛 ・分121・ ・ 回 87.7局

・・ 年 度il2 11 179.5 103.5

対前年 度増 △減率(%) ・ 刺 ・1・ ・ 互8.0

(2)航 行援助用通信

海上保安庁は,ま た,我 が国沿岸の地理的条件と船舶交通の状 況 に応 じ

て,電 波を利用した航路標識施設を設置 し,航 行の安全と運行能率の向上に

寄与している。

近年船舶交通がとみに活発の度を加えている主要港湾及び狭水道において

航行の安全を確保するためには,陸 上からきめ細かい情報を積極的に提供 し

て航行船舶を援助するとともに,適 切な船舶交通の管制を行 う必要が生 じて

いる。 このため最新の電子技術を導入した海上交通情報機構の設置を推進 し

ているが,京 浜港川崎区塩浜通航信号所,京 浜港横浜区本牧船舶通航信号所

及び横浜港内交通管制室と本牧の京浜ハーバーレーダを連係 したシステムの

完成により,京 浜港の一部港域内の航行援助及び管制を行 っている。
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49年度に観音崎にハーバーレーダ(実 用化試験局)が 設置され,こ のハー

バーレーダと京浜ハーバーレーダの映像を コンビ凸一タにより一元的に処理

するためのシステムの開発が引き続き行われている。これが完成 した暁 に

は,観 音崎がこのシステムのセンタとな り,東 京湾内の浦賀水道,中 ノ瀬航

路,京 浜港横浜区沖及びこれらの付近における航行援助及び管制が可能とな

る。

これ らの業務のための船舶との間の無線通信 にはVHF無 線電話(国 際

VHF)が 使用されるが,従 来から警備救難及び港長事務にもこの無線電話が

使用されているほか,海 上交通安全法の航路管制にも用いられるので,今 後

このVHF無 線電話(国 際VHF)の 電波の有効利用を図る必要があろう。

50年度においては,対 馬にオメガ局が,東 北地区にデッカ局3局 が新たに

開設された。

これらの航行援助用の局は50年 度末現在第2-3-19表 のとお り94局 に達

している。

第2-3-19表 航行援助用無線局施設状況

区 別 方 式 49年 度 末 50年 度 末

無
線
航

行
陸

上
局

無

線

標

識

局

口 ラ ン 10局 10局

デ ツ カ 8 ll

オ メ ガ O 1

レ ー ダ ・ ピ ー ・ ン1 2 2

一 一 バ ー ・ 一 列 3 3

中 波 ピ ー ・ 刻 48 48

ト ー キ ー グ ビ ー コ ン 5 5

レ ー マ ー ク ビ ー コ ン 6 6一
マ イ ク ロ波 ロー タ リー ビー コ ソ22

十号面 90 94
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4気 象 用

気象庁は,気 象観測,観 測資料の収集,解 析,予 警報の発表等の気象業務

の円滑な遂行を図るために無線局を開設し,特 に離島,岬,山 間等 の へ き

地,海 上及び上空の気象資料の収集,船 舶及び航空機等に対する気象通報の

伝送に有効に使用している。これら無線局の50年度末の局数は1,211局 とな

っている。

なお,世 界気象機関(WMO)と 国際学術連合会議(ICSU)が 共同で行

う地球大気開発計画(GARP)の 推進を図 り,併 せて気象業務の改善に資す

るため,西 太平洋アジア地域における雲写真の撮影,気 象データの収集 ・配

布等を行 うことを目的 とした静止気象衛星の開発が進められている。

(1)気 象観測用通信

気象の予報 ・警報等の精度を高めるためには,で きる限 り観測網を密にす

ることが必要であ り,一 方電波を利用する自動観測技術が格段に進歩 したこ

ともあって,気 象観測用の無線通信施設にはラジオロボット,ラ ジオ ゾ ン

デ,レ ーウィン,気 象レーダ等気象観測器と一体 となって,又 は単独に,自

動的に気象情報の伝送を行 うものと,山 間へぎ地等に設置される無人の観測

施設の巡回保守及び観測施設のない場所における臨時の気象観測のための通

信に使用されるものとがある。前者のうち,ラ ジオロボットは雨量,潮 の干

満,波 浪,地 震等の観測に,ラ ジオ ゾンデは高層大気の気圧,気 温及び湿度

の観測に,レ ーウィンは高層における風向及び風速の観測に,気 象レーダは

台風 前線,雨 域等の観測にそれぞれ使用されている。このほか,大 洋上の

気象資料の空白地域を埋めるため洋上の気象,海 象を自動的に観測する海洋

気象用ブイロボットが,三 陸沖,日 本海,東 支那海及び南西太平洋で4施 設

運用されるている。

気象庁では,50年 度において,函 館山 レーダをはじめ16施 設の無線設備の

更新及び10施設の新設を行ったが,今 後においても,局 地的異常気象をは握

して災害の未然防止を図るためには,ラ ジオ ロボ ットの整備が必要とされて
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いる。

(2)気 象資料収集,連 絡用通信

全国の気象官署で観測 した気象データは,ラ ジオロボ ット等から発信され

たもの及び航行中の船舶か ら報告 された ものを含め,す べて地方 予 報 中枢

(札幌,仙 台,東 京,大 阪及び福岡の各管区気象台,沖 縄気象台並びに名古

屋,新 潟,高 松,広 島及び鹿児島の各地方気象台)及 び全国予報中枢(気 象

庁)へ 集められ,そ こで編集される。

編集された気象データは再び地方予報中枢を経て各気象官署に 配 布 され

る。

このような気象データの収集,配 布のための通信には主 として専用回線が

使用されているが,そ のバックア ップ回線 として主要気象官署(10)と 気象

庁との間に短波帯の無線電信回線が設定されている。

また,気 象要素の分布,解 析,予 想,レ ーダエコー,気 象衛星による雲写

真等の図面的なものは,全 国から収集された気象データを基に図的資料とし

て作成され,全 国予報中枢から主として短波帯の特別業務の局による気象無

線模写通報として各気象官署に配布されるが,VHF帯 の無線回線又は専用

回線を使用 して配布されるものもある。

予警報,指 示報,地 震津波情報等の平文の通信は,全 国予報中枢及び地方

予報中枢か ら主 として専用のテレタイプ回線を使用して各気象官署に伝送さ

れるが,VHF帯 の無線回線によって伝送されるものもある。

(3)気 象通報用通信

気象庁は,予 報,警 報,実 況報,解 析法,天 気図等の情報を気象通報とし

て自ら開設する特別業務の局及び電電公社の開設する公衆通信業務用の無線

局により,毎 日一定の時刻に国内及び国外の気象官署,航 行中の船舶,航 空

機等に対 して通報している。気象通報用の無線局は,電 電公社の開設するも

のを含めて現在7局 である。
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5防 災用

(1)防 災行政用通信

都道府県においては,毎 年繰 り返 される災害に対処するため,防 災,応 急

救助,災 害復旧等の諸施策を強化す ることが規定されている災害対策基本法

(昭和36年法津第223号)に 基づいて,地 域防災計画を策定 し,そ の一環 と

して防災行政用無線局設置計画を進めている。

この計画による無線通信網は都道府県庁と都道府県の出先機関,市 町村及

び地方気象台等の防災関係機関 との間を結ぶ直通回線並びに当該地域全域を

網羅する移動通信系回線で溝成 されてお り,平 常時の防災対策,災 害時の応

急措置及び被災後の復旧対策のための指令の伝達,情 報の交換に多大の貢献

をしている。

この無線通信網は防災行政用無線局のみならず,都 道府県の企業用無線局

とも回線を共用するな どして,都 道府県の総合的無線通信網として第2-3-

20表のように整備が進められている。

(2)水 防 ・道路用通信

建設省では,水 防及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため水防 ・道路用

無線局を開設 し,災 害の予防,復 旧等に関する緊急連絡に活用 している。そ

の回線構成は,本 省から末端現場に至るまでの状況が十分は握でき,確 実な

指令伝達が行われるよう第2-3-21図 のとお りの系統 となっている。

回線網は,本 省から各地方建設局,北 海道開発局及び沖縄総合事務局へ至

る本省回線,地 方建設局等か ら各工事事務所又はダム管理所へ至 る本 局 回

線,事 務所等から出張所,支 所等へ至る事務所回線があり,こ れらはマイク

ロ回線で結ばれてお り,ま た,こ う水警報,水 防警報,ダ ム管理に必要な資

料を得るための水位,雨 量 メータ及びダム放流の危険防止のための放流警報

用等の無線局をVHF,UHF帯 通信網で構成 している。

なお,事 務所,出 張所等か ら現場又はパ トロール車へは,VHF帯 又 は

UHF帯 で通信網が構成されている。
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第2-3-20表 防 災 行 政
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無 線 局 設 置 状 況
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第2-3-21図 水防 ・道路用通信 回線系統図

1本 省l

I

IIlIIlIlll
東 北
地 方
建設局

関 東

〃

北 陸

〃

中 部

〃

近 畿

〃

中 国

〃

四 国

〃

九 州

〃

北海道

開発局

沖 縄
総 合
事務局

、

＼＼

_鳶

で道

〒

一

⊥
放
流
警
報

且

7

含

群

丁
⊥
水
位観

測

■

工

霊
鶉
■

ノ

■'

//

合 一一一一
水'＼

'
1

!

!

!
ノ

'

!ノ

ノ
!

ノ
!

!

/工

出

張

所
一

丁
妻
欝
T
⊥
支

所

ア
'

＼
、
、
、
、、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、⊥

出

張

所
一

(注)一 固定 通信系 防
一一一移 動通信系 車

ル路

地方公共団体は,河 川の工事,こ う水又は高潮等による災害対策のため無

線局を開設 し,そ の中枢機関と工事事務所,ダ ム管理事務所等の出先機関と

の間,出 先機関 とパ トロール車との間に無線回線が構成されている。

なお,防 災業務の遂行に当たっては,国 と都道府県が相互に連絡を保つ必

要があるため,建 設省 と都道府県との間にも無線回線が構成 されている。

(3)消 防 ・救急通信

地方公共団体は,消 防 ・救急活動の充実 ・強化を図るため,消 防 ・救急機

関の常備化を進める一方,石 油コンビナー ト火災,海 上火災等の特殊火災に

備えるとともに,交 通事故の多発化,急 病人の増加による救急出動の増大に

対処 して,広 域消防 ・救急体制の確立を図っている。

このように常備化,広 域化される消防 ・救急活動を円滑に遂行するため,

消防本部 ・消防署等には基地局及び固定局が,消 防車,救 急車,ヘ リコプタ



第3章 自営電気通信 一227一

等には陸上移動局及び携帯局が開設されている。

また,消 防法施行令の一部を改正する政令(昭 和49年 政令第252号)に よ

って,地 下街(延 べ面積1,000m2以 上)に 設置が義務付けられた。無線通信

補助設備として,漏 洩同軸ケーブルを展張する方式の空中線等の使用が50年

8月 から認められることとな り,火 災時における地下街と地上 との消防隊員

相互の連絡が充分に確保されることとなった。

以上のように無線局及び無線設備の充実が図られることにより,火 災現場

等における命令の伝達,情 報の交換に万全が期 されている。

なお,消 防庁は各都道府県 との間に建設省の全国回線を共用して,災 害報

告,火 災速報等の消防情報の収集及び伝達を行 うための消防防災無線網を構

成している。

6航 空運送事業用

国が直接行 う航空機の航行の安全のための航空交通管制通信に 対 して 定

期,不 定期の航空運送事業者が自社の航空機の整備,運 航その他航空機とう

乗者に関する一般事務等に関し,事 業用 として行 う通信がある。このような

通信を一般に運航管理通信と称している。

現在我が国には日航,全 日空,東 亜国内航空,日 本近距離航空,南 西 航

空,日 本アジア航空等旅客,貨 物の輸送を行 う運送事業者の ほ か広 告,宣

伝,農 薬散布,測 地,乗 員養成,訓 練等を行 う航空機使用事業が多数存在し

ているが,こ れらの事業体(約50社)が 自己の事業用として航空局,航 空機

局等の無線局を開設 し専用の通信を行っている。これらの通信はVHF帯 に

よって行われている。

なお,今 後国内の重要な国際的空港においては,国 が行 う航空交通管制の

ための通信を除き,一 般の空港内航空関係無線通信は原則として,国 際電電

及び電電公社が提供する公衆通信業務を利用 して行 う計画であ り,沖 縄にお

いては,既 に一部実施 され,新 東京国際空港においてはその準備を終わって

いる。
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7海 上運送事業用

(1)外 航海運用通信

我が国海運は,近 年における経済の驚異的な発展により,世 界第二の船腹

量を保有する海運国に躍進 した。

これ ら外航船舶のうち大型船舶は,中 波電信,中 短波電話,短 波電信,短

波電話の周波数を使用した大電力の無線設備,世 界の主要港湾において使用

されているVHF無 線電話(国 際VHF)の ほか レーダ,無 線方位測定機,

ロラン受信機等の設備を備え,航 行の安全及び貨物の輸送,手 配等に関する

通信を内外の海岸局と行 うほか,船 舶向けに行われる気象,海 況,流 行病そ

の他航行の安全に必要な情報の放送を受信 している。 これらの船舶における

事業運営その他乗組員のための通信はすべて公衆通信によって行われるが,

近時船舶の増加に伴いその通信が混雑 してきたので,こ の円滑化を図るため

新技術の導入による海上通信の自動化が検討されてお り,更 に衛星の利用に

よって通信の混雑緩和,高 品質化を図ろうとする方式が世界的規模で研究さ

れている。

(2)内 航海運用通信

日本周辺海域を航行する小型内航船舶は,中 短波無線電話又はVHF無 線

電話(国 際VHF)を 設置して,有 事の際海上保安庁海岸局に救助を求める

など航行の安全に備えている。

これらの船舶局のうちVHF無 線電話(国 際VHF)を 備えるものは,同

設備に組み込まれている公衆通信チャンネル(沿 岸無線電話)に よって陸上

の加入電話との間に随時通信ができるので,こ れによって事業運営のための

通信を行っている。また,中 短波無線電話を設置する船舶は全国12箇 所に開

設されている内航用海岸局を利用 して,事 業運営のための通信を行っている

が,上 記のような陸上の加入電話と接続する通話業務のみちが開かれていな

いため,最 近は,VHF無 線電話(国 際VHF)に 移行する傾向にある。

近時内航船舶の大型化,高 速化,フ ェリー化が進められているが,こ れら
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船舶の運行を能率的に行 う目的で専用の海岸局の開設を布望するものが多 く

なり,50年 度には6局 が開設され,そ れらの数は161局 に達した。また,長

距離カーフェリーは,航 行の安全を図る見地から無線電信を設置している。

以上のほか,海 運事業に使用される無線局として,船 舶に レーダのみを設

置して航行の安全を図る無線航行移動局,港 内のみを航行する船舶と陸地間

を結ぶための陸上移動業務の無線局等がある。

8港 湾通信業務用

VHF無 線電話(国 際VHF)に よる港湾通信業務は,港 湾内又はその付近

における船舶の交通整理,び ょう地,船 席の指定,検 疫のほか水先業務,ひ

き船事業等を含む船舶の移動を安全かつ能率的に遂行するために行われるも

のである。

50年度末現在,海 上保安庁の海岸局53局 のほか,地 方公共団体の港湾管理

第2-3-22図VHF無 線電話(国 際VHF)利 用船舶数
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者が海岸局(ポ ー トラジオ)15局 を開設 してこの業務を行 っている。

我が国経済の発展に伴い主要港湾における内外船舶の往来はとみに増加し

ているが,VHF無 線電話(国 際VHF)を 利用す る船舶数を東京湾を例にと

ると50年度においては,前 年度に比べ60%の 増加となっている。

また,東 京湾におけるVHF無 線電話(国 際VHF)を 使用する ポー トラ

ジオの50年度の通信取扱状況をみると第2-3-23表 のとお りである。

第2-3-23表 東京 湾におけるポー トラ ジオの通信取扱状況

(50年度末現在)

ボ ー ・ ラ ジ オ 降 信延べ時間 通 信 回 数 陣 信相手局数

時間 分 回 局
横 浜8174420,74411,049

ーー」 崎 16731 4,179 2,157

東 京 18・121 4,460 2,546

千 葉 ・・3釧 7,931 3,936

計 1・469211 37,314 19,688

上記のほか,港 湾内における船舶の移動 と密接不可分の関係にある水先業

務及び引き船事業においても,VHF無 線電話(国 際VHF)を 港湾通信業務

に使用 してお り,同 一港湾において共通の無線電話チャンネルを使用するこ

ととなるので,こ れらの者が港湾管理者 と設備を共用 して一体的な運用を行

うことが必要になる。現在,水 先業務用海岸局1局(横 須賀)及 び引き船事

業者海岸局1局(那 覇)が 免許され,運 用中である。

また,水 先業務及び引き船事業においては,引 かれ る船 と引き船 との間等

の通信を円滑に行 うためVHF無 線電話(国 際VHF)の 一部を使用す る船

上通信局が使用されている。

我が国の船舶局のうちVHF無 線電話(国 際VHF)を 設置するも のは,

外航航路に就航する船舶の船舶局,内 航航路の義務船舶無線電話局等を含め

て50年 度末現在4,434局 であるが,主 要港湾に出入する船舶はできる限 り多

くこの設備を設置 して港湾通信業務を行 うことにより,航 行の安全及び能率
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的な運行を図ることが望まれている。

9漁 業 用

我が国は世界屈指の漁業国であ り,漁 業は国民に動物性 タンパク質を安定

的に供給する重大な使命をになっているが,近 年漁業環境の悪化と200カ イ

リ経済水域設定の動きは,い まや国際的な大勢を占めていることから,そ の

前途は誠に厳 しいものがある。加うるに,燃 料等の漁業用資材価格の高騰 と

労働力の不足は,漁 業経営に深刻な影響を与えている。特に,遠 洋漁業の不

振は,漁 船の建造へも影響を及ぼし始めてお り,ま た,漁 船の外国への売船

の増加と相まって50ト ンを超える大中型漁船の船舶局は減少の傾 向 に あ る

が,一 方10ト ン未満の小型漁船の船舶局は沿岸漁場及び中小漁業の振興を図

るための施策の拡充実施に伴ってむ しろ増加の傾向にあると言える。

漁船の船舶局の局数は,50年 度末には4万4,525局 に達 し,そ の普及状況

は第2-3-24表 のとお りである。

第2-3-24表 漁船の船舶局の普及状況

(50年度末現在)

区 別 悔 水動力漁撒 漁船の船船局釧 甑 率%
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これらの漁船の船舶局の行 う無線通信は,海 上における唯一の通信手段と

して,船 舶の航行の安全及び人命財産の安全に必要欠 くことのできないもの

である。特に漁船は,船 型がおおむね小型であるにもかかわらず,出 漁海域

が広範にわたってお り,か つ,洋 上で操業するという特殊性をもっているの

で,無 線通信の果たす役割は極めて大きく,漁 場で能率よく操業するために

は,漁 海況,気 象,市 況等情報の入手又は操業の打合せ及び漁獲物の水揚げ
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等漁業経営の合理化を図るための通信が極めて大きな比重を占めている。ま

た,乗 組員の家族との安否に関する公衆電報の取扱いも漁船の運航に欠 くこ

とのできない通信の一つである。

その使用する電波は,漁 船の操業形態及び操業海域によって異なるが沿岸

漁業では27MHz帯 のDSB又 はSSBの 電話,沖 合漁業では中短波帯の電

信,電 話そ して遠洋漁業では短波帯の電信,電 話が主に使用されてお り,海

岸局及び船舶局相互間で通信を行っている。現在,漁 船の船舶局が使用する

電波は27MHz帯150波,中 短波帯102波,短 波帯308波,VHF帯26波 で

ある。

次に,漁 業用海岸局として,遠 洋漁船との間に短波無線電信による漁業通

信を行 うことを主 目的として,37年4月,千 葉県松戸市に開設 された中央漁

業用海岸局は,沖 合漁船向けに漁海況 ファックス放送並びに無線電信及び無

線電 話による漁海況放送を行 うとともに,漁 業通信の合理化を図るため,短

波帯における狭帯域直接印刷電信(テ レプリンタ)通 信をも行っている。

また,全 国の主要漁業根拠地には,漁 業協同組合又は法人若 しくは任意組

合等の利用団体が開設する漁業用海岸局と,国(水 産庁)又 は地方公共団体

が開設する漁業の指導監督用海岸局とがあ り,所 属の船舶局と漁業通信又は

公衆通信等を行 ってお り,人 命財産の安全と漁業経営の向上を図っている。

これらの海岸局は,そ の所属する漁船の船舶局の操業海域 ,漁 業種類別等に

対応 してその設備の内容又は規模を異にしてお り,所 属船舶局の漁種が,複

雑で操業海域が遠洋,近 海,沿 岸等各海域にわたる海岸局は,短 波帯,中 短

波帯あるいは超短波帯の周波数を併設 している。近年10ト ン未満の小型漁船

のDSB27MHz帯1Wの 海岸局が増加の傾向にある。

(1)沿 岸漁業及び沖合漁業の無線通信

沿岸漁業の漁船特に10ト ン未満の小型漁船の船舶局は,そ の漁船総数に比

べて無線設備を装備する割合はいまだ9 .0%と 極めて低いが,主 としてこれ

らの漁船に使用される27MHz帯1wDSBの 設備は,価 格の低廉,機 器の小

型化,操 作方法の簡便等の理由か らこの種漁船の船舶局は今後 とも増加の傾
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向にあり,そ の船舶局数は2万9,422局 であって,全 漁業用船舶局4万4,525

局の66.1%を 占めている。これらの漁船の行 う通信は,船 間通信では漁海況

の交換,投 網,揚 網の際の連絡が主で,ま た,同 一の漁場に多数の漁船が集

まる入会い操業の場合は,こ の船間通信は操業に欠 くことのできないものと

なっている。 しか しながら,こ れらの漁船の船舶局数に比べ使用できる周波

数の数が少ないことか ら通信のふ くそ うがはなはだ しく,早 急に対策を講ず

る必要に迫られている。

小型機船底びき網,ま き網,さ んま棒受け網,い かつ りなどの漁業で,沿

岸又は近海に出漁する50ト ン前後の中型漁船は,中 短波帯の電信,電 話ある

いは短波帯の電信,電 話によって漁業通信を行ってお り,そ の普及率は10ト

ン以上100ト ン未満の海水動力漁船1万4,178隻 のうち1万1,880隻 が無線

設備を装備してお り,80.9%と なっている。

また,最 近定置網漁業及びまき網漁業において,網 の中の魚群の情報を得

るため,遠 隔制御魚群探知用無線局(テ レサウンダ)の 普及が目立 って お

り,漁 業の省力化並びに漁獲の拡大を図っている。 これは40MHz帯 の電波

を使用するものであって,各 地の定置網及びまき網漁業に従事する漁船の船

舶局に設置されている。

(2)遠 洋漁業の無線通信

我が国の遠洋漁業に従事する漁船の船舶局は,そ の操業海域が太平洋全域

から大西洋,地 中海,イ ンド洋 と世界の全海域に及んでお り,ま ぐろ,か つ

お漁業,底 びき網漁業,捕 鯨業及びまき網漁業等を行 っているが,い ずれも

操業期間は1年 前後と長期にわたっているため,無 線通信は極めて重要な役

割を果たしている。

これらの船舶局は,主 として短波帯の電信又は電話を使用 しているが,短

波帯は世界的に共通に使用されているため混信が多いこと,操 業海域によっ

ては電波伝搬の特性から我が国の海岸局 と直接通信を行 うことが困難な場合

も少なくない。また,ま ぐろ漁業において,中 短波帯を使用するラジオ ・ブ

イが有効に使用されてお り,1隻 当たり6～7台 を設置 してはえなわ,流 し
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網の位置確認に利用されている。50年 度末現在,こ れ らの漁業に従事 してい

る船舶局は5,334局 であ り,ま た,こ れらの船舶局を通信の相手方 としてい

る漁業用海岸局(12MHz帯 以上の電波を装備 しているもの)は67局 であ

る。 これら遠洋漁業に従事する漁船の船舶局の漁業通信の取扱状況を中央漁

業用海岸局についてみると第2-3-25表 のとお りである。

第2-3-25表 漁業用海岸局の通信取扱状況

(中央漁業用海岸局1日 の平均)

区 別 陣 信延べ時間 陣 信 回 釧 通信相手局数

49 年
時間 分

度5324

50年 度

前 年 度 増△減 率

3805

△28.7%

回 局
421263

405 161

…%1 △38.8%

(3)母 船式漁業の通信

我が国の母船式漁業には,南 氷洋捕鯨業と母船式北洋漁業(さ け,ま す,

かに,底 魚,捕 鯨)が あるが,年 々国際的規制 も厳 しくなってお り,漁 獲量

のわ くも減少 しているが,無 線通信は,出 漁船の安全確保と操業の円滑化に

役立っている。

母船 と独航船又は捕鯨船.独 航船相互の船間通信には,27MHz帯,中 短

波帯及び短波帯が使用されている。

母船式漁業においては,そ の通信量が膨大であることと,限 られた通信可

能な時間帯にこれらの通信を迅速にそ通させることが必要であるため,短 時

間に多量の通信そ通が可能である狭帯域直接印刷電信が導入され,漁 業通信

の省力化と能率化に役立 ってお り,今 後の普及が期待されてい る。 そ のほ

か,ラ ジオ ・ブイ(セ ルコール ・ブイ,レ ーダ ・ブイ等)を 使用 して漁獲の

向上を図っている。
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10新 聞 ・通信用

新聞社及び通信社の事業は,随 時随所に発生するいろいろな事件を迅速か

っ正確に報道することが生命であって,こ の手段としての通信が必要不可欠

なものであることはもちろんであるが,特 に,無 線通信は,陸 上移動無線及

び同報無線のように,一{一 スの取材,収 集及び供給に関 し,重 要な役割を

果たしている。

これらのうち97%が 陸上移動無線であ り,これに使用する周波数は,VHF

帯及びUHF帯 で,主 として取材活動に使用されている。

また,同 報無線は,通 信社がVHF帯 及びUHF帯 を使用して,一 般ニ

ュースのほか,経 済ニュース等を官公署,金 融機関,商 社等に通 報 して い

る。

50年度末現在新聞社及び通信社は3,254局 の無線局を運用している。

11道 路管理用

日本道路公団は,道 路輸送需要の急激な増加と,道 路整備促進の要請にこ

たえ,有 料道路の建設,管 理を行ってお り,高 速道路については営業中18道

路(1,890㎞),工 事中18道路(2,930㎞),一 般有料道路については営業中50

道路(680㎞),工 事中20道路(280㎞)と なっている。

高速道路上における維持管理のための連絡は迅速性が要求されるが,現 在

の通信系としては次のものがある。

① 指令電話系

② 非常電話系

③ 業務電話系

④ 移動無線電話系

⑤ 電光表示板の監視制御及び交通情報伝送系

⑥ 電力 ・防災 ・気象観測設備等の附帯設備監視制御系

このうち,高 速道路上の無線利用 としては,名 神高速道路及び中央高速道
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路の一部(八 王子 ・大月間)で マイクロ回線を使用 している例がある。

また,道 路上の巡回車や作業車等と事務所 との連絡には,400MHz帯 の電

波を使用 している。

日本道路公団のほか,東 京を中心とする首都圏における首都高 速 道 路公

団,阪 神圏における阪神高速道路公団及び各県の道路公社においてもそれぞ

れ所管の高速道路の維持管理用として400MHz帯 の電波を使用 している。

12鉄 道事業用

(1)概 要

鉄道事業においては,列 車の安全運転 と定時性の確保が最も重要な任務で

ある。

このため,線 路,列 車等の事故により運転 ダイヤが乱れた場合の復旧,誘

発事故防止対策等のためには運転指令所等のすべての機関が集中 的 に活 動

し,緊 急に措置する必要があるので,各 機関相互間の自営の通信回線を有し

ている。

国鉄及び大手私鉄においては,回 線数が極めて多 くなるため,通 信効率の

向上 と経済性の観点から特急列車停車駅等の主要駅,主 要変電所等を中心と

する局地的有線回線網を構成 し,こ れを運転指令所,電 力指令所等の中央機

関に集中しているものが多い。

この局地集中機関と中央機関 との回線は,回 線数が多 く,機 能上極めて重

要であるためマイクロ回線 とし,ま た局地有線回線が切断 した場合にも,通

信のぞ通を確保するため局地有線網相互間の接続によるう回ルー トの設定が

可能になっている。

これ らの回線は,運 転指令及び電力指令についてはすべて有線とし緊急通

信を確保する対策が講 じられているほか,旅 客に対する列車運行 状 況 の周

知,特 に最近では,乗 車券,座 席の予約販売に利用されている。

通信方式は,電 話が主であるが,運 転指令,電 力指令においては,そ の正

確度が要求されるので,指 令書のファクシミリ伝送,座 席の予約等電子計算
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機にょる情報処理のためのデータ伝送が併用 されている。

また,最 近における列車の過密化,高 速化に伴い,運 転指令においては信

号機及び転てつ機の操作の集中化,自 動化と運転指令者から運転者に対 して

直接指令する列車無線の採用及び列車のプログラム運転等が実施されつつあ

り,ま た,電 力系統の集中管理及び これに伴 う変電所の無人化が逐次進行 し

ているので,電 子計算機による情報処理及びこれに基づく制御等のためのデ

ータ通信が増大 し,通 信回線の重要度が高まるとともに回線信頼度の向上が

要求され,無 線化区間が増大する傾向にある。

(2)現 状と動向

ア.日 本国有鉄道

国鉄では,列車の安全運行,操作場における貨車の分解,列車の組成,旅 客の

要望に対応 した座席予約システム,貨 物輸送に関するあらゆる情報を処理す

るシステム等に無線が利用されてお り,そ の主なものは,次 のとお りである。

① 本 社 一 鉄道管理局 …7.5GHz帯(固 定系)

12〃(〃)

② 鉄道管理局 一 鉄道管理局 …7.5GHz帯(固 定系)

③ 鉄道管理局 一 現 場 …60MHz帯(固 定系)

400〃(〃,移 動系)

7.5GHz帯(固 定系)

④ 現 場 一 現 場 …400MHz帯(移 動系)

⑤ 新幹線列車無線400MHz帯(移 動系)

⑥ 操作場作業用無線400MHz帯,150MHz帯(移 動系)

これ らの無線回線は,国 鉄の情報処理の進展 と設備の近代化,合 理化及び

省力化によってますます信頼性の向上と規模の拡大,質 的向上の要請が強 く

なっている。

特に,デ ータ伝送回線網の拡充強化と制御通信網の拡充は,緊 急の問題 と

して進展 してい くものとみられる。

また,東 北,上 越,成 田各新幹線網の整備に伴い,新 幹線の運転に不可欠
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となる電話,デ ータ制御用回線を構成するため,マ イクロ回線の建設を行う

とともに必要な列車無線用基地局の建設が進められている。

一方,在 来線では,45年 度か ら使用を始めた乗務員無線は現在133線 区で

使用され,無 線局数は約2万 局となっている。

この乗務員無線は,列 車の運転士 ・車掌間の連絡及び列車 と最寄 り駅との

間の緊急連絡に使用され,列 車の運行,保 安確保に非常な効果 を上 げ てい

る。

特に,47年11月 に発生 した北陸 トンネル列車火災事故にかんがみ,そ の対

策 として全国5㎞ 以上の長大 トンネル区間を通過する列車にはすべて設置す

ることとな り,今 後 も増強されるものと思われる。

イ.私 鉄

私鉄では,列 車の安全運行,事 故発生時における運転指令 と乗務員間の緊

急連絡,踏 切 り事故発生の際に列車の二重事故を避けるための警報,操 車場

での作業等に無線が利用されており,そ の主なものは次のとお りである。

① 運転指令 ・電力指令用 ……12GHz帯(固 定系)

7〃(〃)

2〃(〃)

② 一般業務用12GHz帯(固 定系)

7〃(〃)

2〃(〃)

③ 列車用無線150MHz帯(移 動系)

④ 応急用無線150MHz帯(移 動系)

⑤ 列車接近警報無線26MHz帯(移 動系)

⑥ 保線作業無線150MHz帯(移 動系)

⑦ 保護無線400MHz帯(移 動系)

⑧ 構内無線400MHz帯(移 動系)

更に一部の私鉄では,経 営の近代化 ・合理化のため,電 子計算 機 を 導 入

し,信 号設備,変 電所等の自動化を進めようとしてお り,こ れに必要な手段
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13電 気 ・ガス ・水道 事業用
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(1)電 気事業用通信

ア.現 状

電気事業は,国 民生活に直接的な関係をもってお り,こ の事業が円滑に遂

行されるためには,発 電所,変 電所等の各種施設の制御監視を常に迅速に行

う必要があ り,こ のため通信回線が不可欠のものとなっている。

通信回線は,電 力会社の本社 ・支社 ・発電所 ・変電所等の間に設けられて

おり,発 電所 ・変電所等の制御,監 視を数箇所の拠点で集中化するため,本

社又は支社等にそれぞれ中央又は系統給電指令所を設け,能 率的かつ経済的

な集中管理を行っている。このほか,各 電力会社が協力 し,日 本全土の電力

の需給調整を図るため,中 央電力協議会があ り,各 電力会社の回線は同協議

会の中央給電連絡指令所に収容されている。

これらの回報は,原 則 として自営とし,無 線通信回線等が利用 され て お

り,幹 線系については,マ イクロ回線が主軸 となっている。また,水 力発電

所がダムの放流を住民に周知する放流警報用無線,気 象観測用無線(テ レメ

ータ回線)が あ り,50年 度末現在で主要発電所,変 電所等の無線化率は90%

以上となっている。電気事業は,電 力会社以外では地方公共団体においても

行われ,事 業運営及びそれに必要な通信回線の構成 も小規模ではあるが,電

力会社類似の形態となっている。

イ.動 向

最近の電力総需要量は,48年 度末の石油危機から下降線をた どり,49年 度

は横ぽい状態であったが,50年 度以降は再び上昇線をた どる状態となった。

各電力会社はこの状態にかんがみ,電 力資源の開発については,原 子力発電

に移行するす う勢は大とな り,加 えて水力発電,石 炭火力発電を見直す傾向

にある。一方,そ の設備の大規模化,発 電所の遠隔化等から基幹送電線の容

量は年々大 きくな り,超 々高圧(50万 ボル ト)送 電線へと移行する傾向にあ
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る。

このような電力設備の大規模化に対処 して,電 力系統の安定かつ効率的な

運用を確保するため,通 信設備特に無線設備の整備,強 化が次の諸点に重点

をおいて図られている。

① 電気事業の広域化に伴い,電 力系統の事故を他地域へ波及,拡 大させな

いため,事 故区間を高速 しゃ断する必要があ り,キ ャリヤ リレー(送 電線

の保護装置)等 の使用により高信頼度化を図る。

② 電力系統設備の運転管理の合理化,集 中管理制御化を図る。

③ 変動する負荷に対 して常時,安 定した電力を供給するため,電 子計算機

を導入 し,各 設備を有機的に連系する給電,運 用の総合的自動化を推進す

る。

このため通信回線は,災 害に強 く,高 信頼度を有 し,か つ,多 量の情報を

高速伝送する必要があ り,本 社,支 社,基 幹電力系統の各発電所,変 電所等

の間における多重無線回線の増設,既 設回線を利用するう回ルー トによる多

ルー ト化,有 線回線 と無線回線の併設による多ルー ト化が行なわれ,か つ,

データ通信への移行が図られることとなっている。

(2)ガ ス事業用通信

ア.現 状

都市ガスの需要は近年急速に増大 しているため,幹 線のガス導管は,中 圧

管から高圧管,超 高圧管に移行 しつつある。このようなガス圧の増大等に伴

って,導 管事故によるガス災害が大規模化するおそれが増大 している。この

ためガスの流量,圧 力,各 施設の動作状況等の制御,監 視を常時行い,ま

た,生 産量の調節を行 うため,本 社と整圧所,工 場等の間にテレメータ回線

及び指令回線が設置 されている。これらの回線は有線及び無線回 線 で あ る

が,主 要各社はこれ らの回線を本社の中央供給指令所に収容 し,集 中管理を

行 うとともに電子計算機を導入 して情報処理に当た り,か つ,ガ ス需要の動

向を常時は握 し,適 切な需給調整を行っている。

このため回線に対する高信頼度が要求されるので,無 線回線が使用され,
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かっ,本 社,整 圧所,工 場間の幹線系はマイクロ回線 となっている。

イ.動 向

ガス利用は近年著 しく増大し,都 市 ガスの需要に拍車をかけ,毎 年約8%

以上の伸び率を示 しており,ま た,供 給区域は毎年2%以 上の伸び率で広域

化している。これらの需要の変動に対応 して,事 業の拡大,合 理化等のため,

機能の総合自動化が推進されるものとみ られ,特 に導管事故によるガス災害

の大規模化の防止,事 故復旧対策に重点をおいたガス施設の制御,監 視,連

絡体制が強化されていくものとみられる。このため通信回線の需要はますま

す増大するとともに,自 動化に伴 うデータ通信の採用,広 域運営のための中

央集中化に伴 う通信システムの統一等による高信頼度回線の要求等から無線

化の需要が増大するものとみ られる。

(3)水 道事業用通信

水道事業は,健 康で文化的な生活を支えるばか りでなく,あ らゆる産業活

動又は都市機能を維持していく上に必要不可欠の事業である。近年,産 業経

済界の発展 と相まって急激な都市化現象が現れ,都 市周辺の人口は急速に増

加し,水 需要の増大を来 している。 したがって,水 道事業は,取 水場,浄 水

池,配 水池等の水道各施設の新増設等,施 設の整備拡大とともに,合 理的,

能率的な管理維持を図るため電子計算機を使用 した集中管理方式を導入する

など種々の対策も講 じられている。

また,水 道事業は,関 係地域がその事業の特殊性から広範囲に及ぶので,

各事業所と本部との間に不断の連絡を必要 とするものである。特に配水設備

に事故が発生した場合には,事 故現場 と本部間に緊急な連絡を図る必要があ

る。このため自営の無線通信回線が必要 とされ,地 方公共団体が設置する水

道事業用無線通信回線は,固 定系,移 動系 とも逐年増加の傾向にある。

14道 路運送事業用

ハ イ ヤ ー ・タ ク シー事 業 では,サ ー ビス の 向上 と経 営 の 合 理 化等 を 図 るた

め,無 線 局 を 開設 し配 車 効 率 を 上 げ て い る。 す な わ ち,営 業 所等 に開 設 され
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た基地局から走行中又は待機中の無線車に対 し,随 時配車指令を行い,迅 速

に利用者の需要に応 じ,併 せて燃料の節約,運 転手に対する労務管理,危 険

の予防等に資している。

タクシー事業における無線車数は14万5千 台で,こ れは全国の台数23万6

千台のうち61.5%を 占めており,今 後も更に普及するものと思われる。

15ア マチ 訊ア業務用

我 が 国 の アマ チ ュア無 線 は,昭 和27年7月 再 開 され て以 来 逐 年 隆 盛 の一途

を た ど り,50年 度 末 の 局数 は32万304局 で,こ の局 数 は世 界 で第 一 位 とな っ

て い る。 また,ア マ チ ュア 局 を運 用 して い る者 の職 業 は あ らゆ る職 種 に わた

り,そ の年 代 は10代 か ら70代 まで に及 ん で い る。

ア マ チ ュア業 務 は,個 人 的 な 興味 に基 づ い て行 われ る もの で あ るが,こ れ

に と どま らず 諸 外 国 との 交 信 を通 じて科 学 技 術 の交 流 を 図 り,国 際 親 善 に果

た して い る役 割 も見 逃 す こ とは で きな い。

最 近 の ア マ チ ュア無 線 の通 信 形態 は,電 信,電 話 の ほ か,短 波 帯 の周 波数

に よる テ レ タイ プ,ス ロー ・スキ ャ ン ニ ン グ ・テ レビ ジ ョン等 に ま で 広 が

り,ま た51年1月 関 係 省 令 の改 正 が 行 わ れ 宇 宙 無 線 通 信 へ の み ち が 開か れ,

VHF帯 に よる 月面 反 射 通 信 等 この分 野 へ の 研 究,開 発 が 期 待 され る ところ

で あ る。

45年 か ら 日本 に居 住 す る外 国 人 で 一 定 の条 件 を 満 た す 者 に つ い て は,我 が

国 の社 団 の ア マ チ_ア 局 の一 員 とな って 運 用 す るみ ちが 開 か れ,現 在 米 国及

び西 独 の国 籍 を 有す る者28名 が 運 用 して い る。

16簡 易無線業務用

簡易無線業務は,米 国の市民無線の例にならい,広 く一般市民に電波を利

用するみちを開 くために制度化 されたものである。

簡易無線業務は,容 易に免許を受けることができるので,そ の利用者は極

めて多 く,約48万 局で全無線局の約36%を 占めている。このうち26MHz帯
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及び27MHz帯 の 周波 数 の電 波 を使 用 す る簡 易 無 線 局(以 下 「市 民 ラ ジオ」

とい う。)は35万4,739局 であ る。

一般 簡 易 無 線局 は ,販 売 事 業 や 建 設 事 業 等 に多 く利 用 され,市 民 ラ ジ ォ

は,構 内巡 視,レ ク リエ ー シ 。ン等 に多 く利 用 され て い る。

この無 線 局 は,電 波 を共 通 に使 用 す る もので あ り,相 互 の混 信 に つ い ては

保護 され な い も ので あ るが,で きる限 り多 数 の無 線 局 が 同一 の電波 を使 用 し

て通 信 を行 うこ とが で き る よ うにす るた め に,空 中線 電 力 に制 限(一 般 簡 易

無線 局 は5W以 下,市 民 ラ ジオ は0.5W以 下)を 設 け る ほか 使 用 空 中線 につ

い て も一 定 の制 限 を 付 して い る(一 般 簡 易 無 線局 は地 上 高30m以 下.市 民 ラ

ジオに つい て は き ょ う体 直 付 ホ イ ップ2m以 内)。

17そ の 他

上記各項のほか,自 営の無線通信は,次 のとお り広く各分野にわたってい

るが,こ れらの無線通信は一部が固定通信であるほかは,ほ とんどが陸上移

動業務,携 帯移動業務又は無線標定業務等の移動通信である。

なお,実 用の通信を行わないで科学的又は技術の発達のための実験を行 う

ことを目的とした実験局が,各 種分野において1,860局 開設 されている。

(1)国 の業務用

① 検察 矯正管理 出入国管理用

② 税 関 用

③ 南極観測用

④ 検疫,麻 薬取締用

⑤ 港湾工事用

⑥ 干拓事業 ・農業水利用

⑦ 林野事業用

⑧ 漁業指導用

⑨ 地質調査用

⑩ 電波監理,電 波監視用
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(2)国 の業務用以外の事業用

① 港湾建設事業用

② コンテナ荷役用

③ 造船事業用

④ 石油採掘事業用

⑤ 測 量 用

⑥ 金融事業用

⑦ 警備業務用

⑧ 医 療 用

⑨ 信号報知業務用

⑩ そ の 他


